
○ 東京都調布飛行場周辺住宅等騒音防止工事に関する補助金交付要綱 

 (目的) 

第 1 条 この要綱は、東京都調布飛行場(以下「調布飛行場」という。)周辺地域における航空機

騒音による障害を防止し、又は軽減し、もって住民の静穏な生活の確保及び福祉の向上に寄与

するため、東京都(以下「都」という。)が交付する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の

部分をいう。以下同じ。) 及び教育施設等(学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 1条に規定す

る学校又は児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 39 条第 1 項に規定する保育所及びこれらに

類する施設をいう。)の防音工事の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めること

を目的とする。 

(補助金の交付) 

第 2 条 都は、調布飛行揚に離着陸する航空機の騒音による障害が、原則として 70WECPNL 以上と

なる区域(別紙図面のとおり)内に住宅は平成１７年７月１日、教育施設等は平成２０年８月１

日において、現に所在し、かつ人の居住する住宅の所有権、賃借権等を有する者又は教育施設

等の所有者、事業者(以下「所有者等」という。)が、当該住宅又は教育施設等について必要な

工事(以下「防音工事」という。)を行う場合には、これらの者に対して予算の範囲内で補助金

を交付するものとする。 

(防音工事) 

第 3 条 防音工事は、住宅又は教育施設等の全部又は一部の室における航空機騒音の軽減及び当

該室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事とする。 

2  防音工事における工事対象室数、工事内容及び工法の種別は実施細目に定める。 

(防音工事の設計・施工) 

第 4 条 防音工事は、別途定める仕様書等により、設計・施工されなければならない。 

(補助金の交付の対象とする経費) 

第 5 条 補助金の交付の対象とする経費は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。 

(1) 工事費 本工事費（直接工事費、共通仮設費及び諸経費をいう。）及び工事雑費 

(2) 設計監理費 設計図書の作成のための経費、工事監理を行うための経費及び所有者

等が補助金の交付を受けるために必要な経費 

(補助金の額) 

第 6 条 補助金の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 

(1) 住宅の工事費 住宅の構造、工事対象室数及び工事の内容に応じ実施細目に定める額を超

えない額 

(2) 住宅の設計監理費 住宅の構造、工事対象室数及び工事の内容に応じ実施細目に定める額

を超えない額 

(3) 教育施設等の工事費及び設計監理費 実施細目に定める額を超えない額 

(防音工事の申込み) 

第 7 条 所有者等のうち防音工事を行おうとする者（以下「申込者」という。）は、あらかじめ防

音工事申込書(別記第 1号様式又は別記第 1号様式の 2)を知事に提出するものとする。 

(申込書の審査) 



第 8 条 知事は、前条の規定による防音工事の申込みを受けたときは、申込書及び関係書類の審

査並びに必要により現地調査を行うものとする。 

2  知事は、前項の規定による判断結果を、審査結果報告書（別記第 2 号様式又は別記第 2 号様

式の 2）により申込者に対して通知する。 

(補助金交付申請書及び添付書類) 

第 9 条 前条の規定により別記第 2 号様式による通知を受けた申込者は、別に知事が定める日ま

でに、補助金交付申請書（別記第 3 号様式）を知事に提出して補助金の交付申請を行うものと

する。 

2  前項の補助金交付申請書には、次の書類を添付するものとする。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 住民票（教育施設等の場合にあたっては業をなしていることが確認できる書類等） 

(4) その他知事が必要と認める書類 

(補助金交付決定通知) 

第 10 条 知事は補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（別記第 4号様式）によ

り申込者に通知するものとする。 

(申請の撤回) 

第 11 条 補助金交付申請書を提出した申込者(以下「申請者」という。)は前条の規定による通知

を受けた場合において、通知文の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知

を受けた日から起算して 30 日以内に当該申請を撤回することができる。 

(承認事項) 

第 12 条 申請者は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。

ただし、第 1号及び第 2号に掲げる事項のうち軽微な変更についてはこの限りでない。 

(1) 防音工事に要する費用の配分を変更しようとするとき。 

(2) 防音工事の内容を変更しようとするとき。 

(3) 防音工事を中止しようとするとき。 

(防音工事計画変更承認申請書) 

第 13 条 申請者は、前条の規定による承認を受けようとするときは、防音工事計画変更承認申請

書（別記第 5号様式）を知事に提出するものとする。 

(状況報告) 

第 14 条 防音工事の円滑適正な執行を図るため、申請者は、防音工事着手報告書（別記第 6号様

式）及び防音工事完了報告書（別記第 7号様式）を知事に提出するものとする。 

2  前項の防音工事着手報告書は着手後、防音工事完了報告書は完了後、それぞれ 7 日以内に提

出するものとする。 

(検査) 

第 15 条 知事は、前条第 1項の規定による防音工事完了報告書を受理したときは、当該工事の責

任者の立会を求め、速やかにしゅん功検査を行うものとする。 

2  知事は、必要と認めるときは随時、中間検査を行うことができるものとする。 

(実績報告) 

第 16 条 申請者は、前条第 1項に基づくしゅん功検査に合格したときは、当該防音工事が完了し



た日から起算して 30 日を経過した日又は当該防音工事が完了した日の属する会計年度の翌年

度の 4 月 5 日のいずれか早い日までに防音工事実績報告書(別記第 8 号様式)を提出するものと

する。ただし、知事が他の日を指定したときは、この限りでない。 

(補助金の額の確定等) 

第 17 条 知事は、前条の規定により提出された防音工事実績報告書を審査のうえ補助金の額の確

定を行い、補助金額確定通知書(別記第 9号様式)により申請者に通知するものとする。 

(財産処分の制限) 

第 18 条 補助金の交付を受けた者は、補助を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及びその

従物並びに空気調和機器を、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供してはならない。 

ただし、知事が定めるところにより補助金の全部に相当する金額を納付した場合及び知事が

定める期間を経過した場合はこの限りでない。 

2  補助金の交付を受けた者は、当該住宅又は教育施設等を譲渡するとき又は転出するときは、

防音工事により付加した造作及び設備を、当該住宅又は教育施設等を譲り受ける者又は所有す

る者若しくは借り受ける者に継承するものとする。 

(細目) 

第 19 条 この要綱の実施の細目は、別途定める。 

(その他) 

第 20 条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、東京都補助

金等交付規則(昭和 37 年東京都規則第 141 号)の定めるところによる。 

附則 

1  この要綱は、平成１７年６月１日から施行する。 

2     この要綱の施行に伴い、「東京都調布離着陸場周辺住宅騒音防止工事補助金交付要領」及び

「東京都調布離着陸場周辺住宅騒音防止工事補助金交付実施細目」（平成６年１０月１４日付６

港島計第６０号港湾局長決定）は廃止する。 

附則 

 この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 



①

第１号様式 

防 音 工 事 申 込 書 

平成  年  月  日 

東京都知事 殿 

 東京都調布飛行場周辺住宅防音工事の助成について申込みます。 

         住 所              

                        電話（   ） 

         氏 名               印 

1 住 宅の所在地   

2 居住開始年月 （明治・大正・昭和・平成）  年  月 

3 居住者の人数  人 

4 建 築 年 月 （明治・大正・昭和・平成）  年  月 

建物の構造 （※）

木造 ・ 鉄骨造 ・ 鉄筋コンクリート造 ・ その他（    ）

平屋建 ・ ２階建（うち１階・２階部分） ・ その他（    ）

対象室の現状 （※）

       （※）

（注）※印箇所は該当

部分を○で囲

んで下さい。 

外壁 ： モルタル塗 ・ 板張 ・ 土壁 ・ その他（     ）

床 ： 畳 ・ 板貼 

窓    箇所（幅    ㎝×高さ   ㎝） 

和室・洋室     畳     ㎡ 

５ 工事実施希望年度 

    ご希望の年度の下に○印を記入してください。 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

６ 希望する工事の種類 

   ご希望の工事の下に希望される数を記入してください。 

外部開口部 
空 調 機 

換 気 扇 
新規 更新 

◎ 注 意 事 項 

お申込みになる前によくお読みください。 

（１）借家の場合、借家人が申し込むときは所有者の同意が、所有者が申し込むときは借

家人の同意がそれぞれ必要です。 

（２）次に掲げる費用は、あなたがご自分で持つ費用です。 

   ・定められた工事以外の工事費用 

    （当該部屋以外の改造、間取りの変更、建物の補強工事等） 

   ・空調機の更新にかかる費用のうち２割分 

   ・工事が完了してからの維持管理、空調機等にかかる電気使用料金 

   ・工事期間中、他に家・部屋等を借りた場合の費用 

（３）防音工事の申込状況によりましては、工事実施年度がご期待に沿えない場合があります

ので、ご了承願います。 

（４）東京都は、お申込み頂いた防音工事申込書に基づいて、調査及び審査を行い、その

結果が書かれた通知書を送付します。その通知書に記された工事実施年度に助成金を

交付しますので、通知を受けた方は、通知書に記された年度に防音工事を行ってくだ

さい。 

裏面につづく 

別記 
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 住宅の間取平面図 

（防音工事を行う部屋は「赤」で、実施済の部屋がある場合は「青」で書いてください。） 

承 諾（借家・間借等の場合に記入してください。） 

家 屋 所 有 者 

借 家 人 等 

(いずれかに○) 

 防音工事施工について申し込みます。 

   平成  年  月  日 

        住所 

        氏名             印 

家 屋 所 有 者 

借 家 人 等 

(いずれかに○) 

 防音工事施工について承諾します。 

   平成  年  月  日 

        住所 

        氏名             印 

○裏



②

第２号様式

審 査 結 果 通 知 書

      第  号

   年  月  日

  様

東京都知事

 この度、申込みのありました防音工事について、下記２及び３により補助金交付申請

を行ってください。なお、以下の条件が付されておりますのでご了承下さい。

 補助金交付申請にあたっては、設計監理者にご相談願います。設計監理者は、東京都

又は三鷹市・府中市・調布市のいずれかに登録された業者の中から選択してください。

〔条 件〕

(1) 申請者は、この工事の管理者として十分注意して、この工事を遂行すること。

(2) 家屋所有者は、この工事によって取得し、又は効用の増加した不動産及びその従

物並びに空気調和機器を都の承認を受けないで、工事の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、都知事が定めるとこ

ろにより、補助金の全部に相当する金額を納付した場合はこの限りではない。

(3) 家屋所有者及び賃借人は、住宅を譲渡するとき又は転出するときは、この事業

により付加した造作及び設備は、当該住宅の所有者に継承すること。

記

１ 実施年度、工事内容等

(1) 実施年度 平成  年度 

(2) 該当区域  Ｗ値  ～  未満の区域 or 実測Ｗ値 

 ＊Ｗ値＝航空機の騒音レベル（ＷＥＣＰＮＬ）の略称 

(3) 工事内容 窓・戸の工事  室以内 

 冷暖房機器 新規  式以内 更新  式以内 

 換気扇  室以内 
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２ 提出書類

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 設計書・図面・写真等

(5) 住民票

(6) 申請者と居住者が異なる場合は賃貸契約書等のコピー

(7) 確約書

(8) 設計監理委託契約書のコピー

(9) 設計監理業者の東京都･三鷹市･府中市･調布市いずれかの業者登録書のコピー

３ 提出期限

      年  月  日（ ）



③

第３号様式

補助金交付申請書

年  月  日

東 京 都 知 事 殿

                 住 所

                 氏 名               印

     年度において、下記のとおり防音工事を実施したいので、東京都調布

飛行場周辺住宅防音工事補助金交付要綱第９条の規定により、補助金

    円の交付を申請します。

記

 １ 工事の目的  東京都調布飛行場周辺住宅防音工事

 ２ 工事の内容及び経費の配分 （別紙１ 事業計画書のとおり。）

 ３ 収支予算 （別紙２ 収支予算書のとおり。）

 ４ 工事完了予定年月日      年  月  日
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別紙１

実 施 年 度 市 １．WECPNL ７５以上 ２．WECPNL ７０～７５未満

申 請 者

居 住 者 住民登録 有 無

家屋所有者

全 室 数 室 家　族　数 人　 １．木造 ２．ＲＣ造

家屋延床面積 ㎡ ㎡ 室 １室目 畳 ２室目 畳 ３室目 畳 ４室目 畳 ５室目 畳

（１）　建　築　工　事 A A 円

Ⅰ　仮設工事 a１  a１ 円

Ⅱ　建具工事 a２  a２ 円

　①窓に類するもの 面 m2

　②玄関戸に類するもの 面 m2

Ⅲ　硝子工事 a3  a３ 円

Ⅶ　雑工事 a４  a４ 円

（２）　設備工事 B B 円

Ⅳ　電気設備工事 b1  b1 円

Ⅴ　換気設備工事 b2  b2 円

　①空調換気扇 台 （能力 m3/hr)

　②レンジ用換気扇 台 （能力 m3/hr)

Ⅵ　冷暖房設備工事 b3  b3 円

　①屋外器 台 （冷房能力 kW/hr 暖房能力 kW/hr）

　②屋内器 台

（３）　直 接 工 事 費 C=A+B C 円

（４）　共     通     費 D D 円

（５）　工  事  費  計 E=C+D E 円

（６）　消費税相当額 F F 円

（７）　防 音 工 事 費 G=E+F １．工事費部分に係る補助金 （ 円） ２．自己負担金 （ 円） G 円

（８）　設 計 監 理 費 H １．監理費部分に係る補助金 （ 円） ２．自己負担金 （ 円） H 円

（９）　冷暖房設備工事（更新） Ｉ  I 円

Ⅵ　冷暖房設備工事 i１  i１ 円

　①屋外器 台 （冷房能力 kW/hr 暖房能力 kW/hr）

　②屋内器 台

Ⅶ　雑工事 i２  i２ 円

（10）　直 接 工 事 費 J=I J 円

（11）　共     通     費 K １．共通仮設費 （ 円） ２．諸経費 （ 円） K 円

（12）　工  事  費  計 L=J+K L 円

（13）　消費税相当額 M M 円

（14）　空調設備更新費 N=(L+M)×0.8 １．補助金(８割) （ 円） ２．自己負担金(２割) （ 円） N 円

（15）　合             計 O=G+H+N １．補助金計 （ 円） ２．自己負担金計 （ 円） O 円

　　　 備             考

金　　　　　額項　　　　　目 工　事　費　及　び　設　計　監　理　費　の　内　容

住　所

構造

工事室数

番　号区  域

事　　業　　計　　画　　書　

行政区平成　　　　　年度

住　所

住　所

工事対象延床面積
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別紙 ２

収  支  予  算  書

１ 工事の名称  東京都調布飛行場周辺住宅防音工事

２ 収入の部

費   用 予 算 額 備  考

補  助  金

そ  の  他

計

２ 支出の部

費   用 予 算 額 備  考

工  事  費

設 計 監 督 費

計



④

第４号様式

補助金交付決定通知書

 第   号

年  月  日

様

東 京 都 知 事

    年  月  日付で申請のあった東京都調布飛行場周辺住宅防音工事に対する

補助金は、東京都補助金等交付規則（昭和 37 年東京都規則第 141 号）第６条第１項の規

定により、下記のとおり交付することに決定したので、同規則第８条及び東京都調布飛行

場周辺住宅防音工事補助金交付要綱（ 港島計 号平成 年 月 日港湾局長決定）第１

０条の規定により通知します。

記

１ 交付金額    金        円

２ 補助対象工事     年  月  日付で申請のあった工事

３ 交付条件

(1) 防音工事に要する経費の配分、経費の使用方法等は、上記申請のとおりとする。

(2) 防音工事に要する経費の配分その他防音工事の内容の変更をする場合においては

知事の承認を得なければならない。

(3) 実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費

に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額をいう。以下同じ。）があり、か

つ、その総額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して知事に報告しなけれ

ばならない。

(4) 実績報告の提出後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が

あることが確定した場合には、その金額（実績報告において(3)により減額した場合に

あっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）等を速やかに知事に報告すると

ともに、当該金額を都に返還しなければならない。

(5) 防音工事を中止する場合においては、知事の承認を得なければならない。

(6) 防音工事が工事完了予定年月日までに完了しない場合又は防音工事の遂行が困難

となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(7) 上記に掲げる条件のほか、東京都補助金等交付規則に従わなければならない。

４ 申請の撤回

  この通知に係る補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、

この通知を受けた日から起算して 30 日以内に、当該申請を撤回することができる。



※1 

第５号様式

防音工事計画変更承認申請書

年  月  日

東 京 都 知 事 殿

                 住 所

                 氏 名               印

     年  月  日付    第  号で補助金の交付決定通知があった防

音工事の実施について、下記のとおり工事の内容及び経費の配分を変更したいの

で、東京都調布飛行場周辺住宅防音工事補助金交付要綱第１３条の規定により申

請します。

記

 １ 変更しようとする理由

 ２ 変更の内容

【注】変更の内容には、補助金交付決定に係る事業の内容及び経費の配分、並びに

変更後の事業の内容及び経費の配分を容易に比較対照できるよう、補助金交付

申請書の様式に、変更前をかっこ書きとしたものを添付すること。



⑤

第６号様式

防音工事着手報告書

年  月  日

東 京 都 知 事 殿

                 住 所

                 氏 名               印

     年  月  日付    第  号で補助金の交付決定通知があった住

宅防音工事について、下記のとおり工事に着手したので、東京都調布飛行場周辺

住宅防音工事補助金交付要綱第１４条の規定により報告します。

記

１ 施 工 箇 所 （    ）畳又は（    ）㎡

２ 所 要 額              円

３ 補助金交付決定額              円

４ 着 手 年 月 日      年  月  日

５ 施 工 業 者 名

６ 設計監理業者名



⑥

第７号様式

防音工事完了報告書

年  月  日

東 京 都 知 事 殿

                 住 所

                 氏 名               印

     年  月  日付    第  号で補助金の交付決定通知があった防

音工事について、下記のとおり工事が完了したので、東京都調布飛行場周辺住宅

防音工事補助金交付要綱第１４条の規定により報告します。

記

１ 施 工 箇 所 （    ）畳又は（    ）㎡

２ 所 要 額              円

３ 補助金交付決定額              円

４ 着 手 年 月 日 年  月  日

５ 完 了 年 月 日 年  月  日

６ 施 工 業 者 名

７ 設計監理業者名



⑦

第８号様式

防音工事実績報告書

年  月  日

東 京 都 知 事 殿

                 住 所

                 氏 名               印

     年  月  日付    第   号で補助金の交付決定通知があった

防音工事を、下記のとおり実施したので、東京都調布飛行場周辺住宅防音工事補

助金交付要綱第１６条の規定により報告します。

記

１ 工 事 所 要 額 円

２ 補助金交付決定額 円

３ 着 手 年 月 日    年  月  日

４ 完 了 年 月 日    年  月  日

５ 工 事 の 概 要   （別添工事概要書のとおり）

６ 検 査 年 月 日    年  月  日

７ 検 査 員 氏 名

８ 施 工 業 者 名

９ 設計監理業者名



⑧

第９号様式

補助金額確定通知書

第    号

年  月  日

殿

                 東 京 都 知 事

     年  月  日付で実績報告のあった    年度防音工事の完了につ

いては、これを認定し、補助金の額を次のとおり確定したので、東京都調布飛行

場周辺住宅防音工事補助金交付要綱第１７条の規定により通知します。

記

補助金交付決定額 確 定 補 助 金 額 備   考

防 音 工 事 円 円


